
 

○災害時における物資の輸送等に関する協定書 
 

 大洲市（以下「甲」という。）と八幡浜・大洲地区トラック協会（以下「乙」という。）は、災害

（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に定める災害をいう。以下同じ。）が発生したときの物

資の輸送等について、次のとおり協定を締結する。 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害時において物資の迅速かつ円滑な輸送等を図るため、物資の輸送等に関

する協力について必要な事項を定めるものとする。 

（協力事項） 

第２条 甲は、災害時において、乙に対し、次に掲げる業務について協力を要請することができる

ものとし、乙は、特別な理由がない限り、当該要請に協力するものとする。 

 ⑴ 災害救助に必要な生活必需品等の配送に関すること。 

 ⑵ 救援物資の受入れ、仕分及び配送に関すること。 

 ⑶ 物流専門家によるアドバイザー業務に関すること。 

 ⑷ 資材の貸与に関すること。 

 ⑸ 乙が認知した災害情報の提供及び甲が行う情報収集に関すること。 

 ⑹ 被災地への救援物資の配送に関すること。 

 ⑺ 前各号の業務に関する事前の助言、指導及び協力に関すること。 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、甲が必要とする応急対応に関すること。 

２ 前項の要請は、様式第１号により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話

等で要請し、後日速やかに同様式を提出するものとする。 

（実施状況の報告） 

第３条 乙は、前条第１項各号に掲げる業務を実施したときは、甲に対し、様式第２号により、速

やかに当該業務の実施内容を報告するものとする。 

（費用の負担） 

第４条 第２条第１項第１号、第２号及び第６号に掲げる業務に要した費用については、甲が負担

するものとする。この場合において、費用の額は、当該業務に従事した貨物自動車運送業者が国

土交通省に届け出た運賃及び料金を基に、甲乙協議の上決定するものとする。 

２ 第２条第１項第４号、第５号及び第７号に掲げる業務に要した費用については、乙が負担する

ものとする。 

３ 第２条第１号第３号及び第８号に掲げる業務に要した費用の負担については、甲乙協議の上、

決定するものとする。 

（費用の請求） 

第５条 乙は、前条の規定により甲が負担することとされている費用について、業務の実施後速や

かに甲に請求するものとする。 

（損害賠償） 

第６条 乙が、業務の実施に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の責めに帰すべき事由

によるものを除き、甲乙協議の上、その賠償を行うものとする。 

（災害補償） 

第７条 第２条第１項各号に掲げる業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、

負傷し、疾病にかかり、又は障害の状態になった場合には、労働者災害補償保険法（昭和22年法

律第50号）を適用し補償するものとする。ただし、同法の適用がない場合においては、甲乙協議

の上、決定する。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、その日の属する年度の翌年度の末日までとす

る。ただし、協定期間が満了する１か月前までに、甲乙いずれからも書面による協定終了の意思

表示がない限り、同一の条件で１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有するもの

とする。 



 

 

令和７年３月17日 

甲 愛媛県大洲市大洲６９０番地の１ 

            大洲市 

            市 長 

 

乙 愛媛県八幡浜市保内町宮内５番耕地２２８ 

            八幡浜・大洲地区トラック協会 

            地区会長   



 

様式第１号（第２条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

八幡浜・大洲地区トラック協会 

地区会長           様 

 

大洲市長         印   

 

協力要請書 

 

 災害時における物資の輸送等に関する協定第２条第２項の規定により、次のとおり貴団体による

協力を要請します。 

 なお、協力要請の業務終了後、速やかにその実施状況を様式第２号により、報告願います。 

 

⒈要請内容 

 □ ①物資の受入れ、仕分、配送（第２条第１項第１、２、６号） 

 □ ②物流専門家によるアドバイザー業務（第２条第１項第３号） 

 □ ③資材の貸与（第２条第１項第４号） 

 □ ④災害情報の提供（第２条第１項第５号） 

 □ ⑤助言・指導（第２条第１項第７号） 

 □ ⑥その他（第２条第１項第８号） 

⒉要請機関 

 

年  月  日  ～   年  月  日 

 

⒊具体的な業務内容（配送区間、作業場所、派遣人数など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号（第３条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

大洲市長         様 

 

八幡浜・大洲地区トラック協会   

地区会長         印   

 

実施状況報告書 

 

 災害時のおける物資輸送等に関する協定第３条の規定により、次のとおり報告します。 

 

⒈物資の受入れ、仕分、配送（第２条第１項第１、２、６号関係） 

実施期間 品目 数量 配送区間 
延べ配 

送回数 

従 事 

人員数 

車 両 の 

種類･台数 
備考 

(自) 年 月 日 

(至) 年 月 日 
  

(自) 

(至) 
    

        

 

⒉助言・指導等及びその他の応急対策業務（第２条第１項第３、７、８号関係） 

実施期間 場所 業務内容 

必要事項 

(従事人員数、所属氏名、 

車両の種類･台数) 

(自) 年 月 日 

(至) 年 月 日 
   

    

 

⒊資材の貸与（第２条第１項第４号関係） 

貸与期間 品目 数量 場所 備考 

(自) 年 月 日 

(至) 年 月 日 
    

     

 

⒋災害情報の提供（第２条第１項第５号関係） 

実施期間 場所 提供内容 

(自) 年 月 日 

(至) 年 月 日 

  

   

 

 


